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中間連結貸借対照表（資産の部） （単位：百万円）

区 分 前中間連結会計期間（平成26年9月30日） 当中間連結会計期間（平成27年9月30日）
現金預け金 245,377 362,827
コールローン及び買入手形 4,378 ―
買入金銭債権 31,692 31,915
商品有価証券 117 25
金銭の信託 5,022 4,877
有価証券 ※1,※7,※13 1,369,484 1,425,138
貸出金 ※2,※3,※4,※5,※6,※8 2,652,699 2,721,545
外国為替 ※6 8,963 9,025
リース債権及びリース投資資産 17,256 16,806
その他資産 ※7 34,783 32,442
有形固定資産 ※9,※10 44,368 43,073
無形固定資産 4,777 4,209
退職給付に係る資産 1,925 5,138
繰延税金資産 1,387 1,299
支払承諾見返 20,755 18,482
貸倒引当金 △ 18,158 △ 17,598

資産の部合計 4,424,831 4,659,210
　
　
（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

区 分 前中間連結会計期間（平成26年9月30日） 当中間連結会計期間（平成27年9月30日）
預金 ※7 3,661,646 3,820,823
譲渡性預金 191,025 203,784
コールマネー及び売渡手形 58,555 26,991
債券貸借取引受入担保金 ※7 10,486 87,735
借用金 ※7,※11 105,255 118,792
外国為替 185 224
社債 ※12 10,000 10,000
その他負債 68,497 65,653
退職給付に係る負債 4,091 168
役員退職慰労引当金 39 37
睡眠預金払戻損失引当金 489 484
偶発損失引当金 118 97
訴訟損失引当金 1,147 ―
繰延税金負債 11,942 13,286
再評価に係る繰延税金負債 ※9 6,816 6,167
支払承諾 20,755 18,482

負債の部合計 4,151,053 4,372,728
資本金 37,322 37,322
資本剰余金 24,920 24,920
利益剰余金 140,943 150,921
自己株式 △ 4,057 △ 5,036

株主資本合計 199,129 208,128
その他有価証券評価差額金 52,566 53,125
繰延ヘッジ損益 △ 918 △ 3,075
土地再評価差額金 ※9 8,053 8,704
退職給付に係る調整累計額 △ 2,555 1,585

その他の包括利益累計額合計 57,146 60,339
新株予約権 173 182
非支配株主持分 17,329 17,831

純資産の部合計 273,777 286,481
負債及び純資産の部合計 4,424,831 4,659,210
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中間連結損益計算書 （単位：百万円）

区 分 前中間連結会計期間（平成26年9月中間期） 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）
経常収益 38,795 40,028
　資金運用収益 23,969 25,506
（うち貸出金利息） （16,889） （16,620）
（うち有価証券利息配当金） （ 6,824） （ 8,452）
　役務取引等収益 5,191 5,434
　その他業務収益 2,037 3,112
　その他経常収益 ※1 7,598 5,974
経常費用 28,957 27,432
　資金調達費用 1,932 2,098
（うち預金利息） （ 1,008） （ 1,034）
　役務取引等費用 1,369 1,453
　その他業務費用 425 615
　営業経費 20,285 19,430
　その他経常費用 ※2 4,944 3,834
経常利益 9,838 12,595
特別利益 29 20
　固定資産処分益 29 20
特別損失 1,227 37
　固定資産処分損 75 6
　減損損失 ※3 5 30
　訴訟損失引当金繰入額 1,147 ―
税金等調整前中間純利益 8,640 12,578
法人税、住民税及び事業税 1,842 2,544
法人税等調整額 1,324 1,436
法人税等合計 3,167 3,980
中間純利益 5,472 8,597
非支配株主に帰属する中間純利益 541 520
親会社株主に帰属する中間純利益 4,930 8,076

中間連結包括利益計算書 （単位：百万円）

区 分 前中間連結会計期間（平成26年9月中間期） 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）
中間純利益 5,472 8,597
その他の包括利益 14,180 △ 16,011
　その他有価証券評価差額金 14,909 △ 15,900
　繰延ヘッジ損益 △ 893 △ 65
　退職給付に係る調整額 164 △ 46
中間包括利益 19,652 △ 7,414
（内訳）
　親会社株主に係る中間包括利益 19,045 △ 7,861
　非支配株主に係る中間包括利益 607 447
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中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間（平成26年9月中間期）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 24,920 138,689 △ 4,181 196,751
会計方針の変更
による累積的影響額 △ 1,611 △ 1,611

会計方針の変更を
反映した当期首残高 37,322 24,920 137,077 △ 4,181 195,139

当中間期変動額

剰余金の配当 △ 1,051 △ 1,051
親会社株主に帰属
する中間純利益 4,930 4,930

自己株式の取得 △ 2 △ 2

自己株式の処分 △ 4 126 121
土地再評価
差額金の取崩 5 5

土地再評価
差額金の繰入 △ 13 △ 13

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― 3,865 123 3,989

当中間期末残高 37,322 24,920 140,943 △ 4,057 199,129
　

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 37,722 △ 24 8,044 △ 2,719 43,022 156 16,920 256,851
会計方針の変更
による累積的影響額 △ 1,611

会計方針の変更を
反映した当期首残高 37,722 △ 24 8,044 △ 2,719 43,022 156 16,920 255,239

当中間期変動額

剰余金の配当 △ 1,051
親会社株主に帰属
する中間純利益 4,930

自己株式の取得 △ 2

自己株式の処分 121
土地再評価
差額金の取崩 5

土地再評価
差額金の繰入 △ 13

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 14,844 △ 893 8 164 14,123 16 408 14,548

当中間期変動額合計 14,844 △ 893 8 164 14,123 16 408 18,538

当中間期末残高 52,566 △ 918 8,053 △ 2,555 57,146 173 17,329 273,777
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当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 24,920 143,886 △ 4,730 201,398

当中間期変動額

剰余金の配当 △ 1,046 △ 1,046

親会社株主に帰属
する中間純利益 8,076 8,076

自己株式の取得 0 △ 446 △ 446

自己株式の処分 △ 13 140 126

土地再評価
差額金の取崩 18 18

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― ― 7,035 △ 306 6,729

当中間期末残高 37,322 24,920 150,921 △ 5,036 208,128

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 68,952 △ 3,010 8,722 1,631 76,297 196 17,583 295,476

当中間期変動額

剰余金の配当 △ 1,046

親会社株主に帰属
する中間純利益 8,076

自己株式の取得 △ 446

自己株式の処分 126

土地再評価
差額金の取崩 18

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △ 15,827 △ 65 △ 18 △ 46 △ 15,957 △ 14 247 △ 15,723

当中間期変動額合計 △ 15,827 △ 65 △ 18 △ 46 △ 15,957 △ 14 247 △ 8,994

当中間期末残高 53,125 △ 3,075 8,704 1,585 60,339 182 17,831 286,481
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

区 分 前中間連結会計期間（平成26年9月中間期） 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 8,640 12,578
減価償却費 1,667 1,697
減損損失 5 30
のれん償却額 6 ―
貸倒引当金の増減（△） △ 3,562 △ 789
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 26 △ 23
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 174 △ 515
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 13 13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 9 △ 13
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △ 70 △ 55
偶発損失引当金の増減（△） 3 △ 9
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 1,147 △ 1,173
資金運用収益 △ 23,969 △ 25,506
資金調達費用 1,932 2,098
有価証券関係損益（△） △ 1,126 △ 2,702
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △ 121 24
為替差損益（△は益） △ 4,794 △ 227
固定資産処分損益（△は益） 45 △ 13
商品有価証券の純増（△）減 △ 109 △ 23
貸出金の純増（△）減 △ 38,483 △ 25,100
預金の純増減（△） △ 107,661 19,386
譲渡性預金の純増減（△） 6,905 33,858
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △ 2,827 △ 9,843
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 9,564 △ 11
コールローン等の純増（△）減 △ 3,682 2,749
コールマネー等の純増減（△） 19,960 △ 21,077
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 584 47,214
外国為替（資産）の純増（△）減 8,483 4,482
外国為替（負債）の純増減（△） 44 △ 129
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 695 59
資金運用による収入 23,961 25,622
資金調達による支出 △ 1,903 △ 2,131
その他 △ 5,323 △ 5,316
小計 △ 110,181 55,152
法人税等の支払額 △ 3,674 △ 2,092
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 113,856 53,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 265,243 △ 425,086
有価証券の売却による収入 137,579 272,655
有価証券の償還による収入 121,308 159,301
有形固定資産の取得による支出 △ 542 △ 408
無形固定資産の取得による支出 △ 741 △ 464
有形固定資産の売却による収入 174 78
無形固定資産の売却による収入 3 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,461 6,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出 △ 13,000 ―
自己株式の取得による支出 △ 2 △ 446
自己株式の売却による収入 121 126
配当金の支払額 △ 1,051 △ 1,046
非支配株主への配当金の支払額 △ 199 △ 199
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 14,131 △ 1,566
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 135,445 57,569
現金及び現金同等物の期首残高 316,529 240,831
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 181,083 298,401
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注記事項 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
1.連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社 10社

会社名
日本橋不動産株式会社
百十四ビジネスサービス株式会社
株式会社百十四人材センター
百十四財田代理店株式会社
Hyakujushi Preferred Capital Cayman Limited
百十四リース株式会社
百十四総合保証株式会社
株式会社百十四ディーシーカード
株式会社百十四システムサービス
株式会社西日本ジェーシービーカード

（2）非連結子会社 ２社
会社名
百十四ベンチャー育成第２号投資事業有限責任組合
百十四ベンチャー育成第３号投資事業有限責任組合

　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持
分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその
他の包括利益累計額（持分に見合う額）からみて、連結の
範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関す
る合理的な判断を妨げない程度に重要度が乏しいため、連
結の範囲から除外しております。

2.持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社

　該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社

　該当ありません。
（3）持分法非適用の非連結子会社 ２社

会社名
百十四ベンチャー育成第２号投資事業有限責任組合
百十四ベンチャー育成第３号投資事業有限責任組合

　持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持分に見
合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包
括利益累計額（持分に見合う額）からみて、持分法の対象
から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないた
め、持分法の対象から除いております。

（4）持分法非適用の関連会社
　該当ありません。

3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
（1）連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。

９月末日 ９社
７月末日 １社

（2）７ 月 末 日 を 中 間 決 算 日 と す る Hyakujushi Preferred
Capital Cayman Limited については、中間連結決算日現
在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により連結してお
ります。

4.会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法
により算定）により行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動

平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連
結子会社への出資金については移動平均法による原価法、
その他有価証券については原則として中間連結決算日の市
場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ
るものについては、移動平均法による原価法により行って
おります。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資
産直入法により処理しております。

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託にお
いて信託財産として運用されている有価証券の評価は、時
価法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っておりま
す。

（4）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物：10年～50年
その他： ５年～15年

　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用
年数に基づき、主として定率法により償却しております。
　なお、当行、連結子会社ともに定率法を採用しているも
のについては、当中間連結会計期間末現在の年間減価償却
費見積額を期間により按分し計上しております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。な
お、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子
会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償
却しております。
③ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固
定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし残
存価額を零とする定額法により償却しております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に
則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している
債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）
に係る債権については、以下のなお書きに記載されている
直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上してお
ります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営
破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上してお
ります。上記以外の債権については、過去の一定期間にお
ける貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して
おります。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部
店及び審査所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権
等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額
として債権額から直接減額しており、その金額は18,440
百万円であります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の
貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額をそれぞれ計上しております。

（6）役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるた
め、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会
計期間に帰属する額を計上しております。

（7）役員退職慰労引当金の計上基準
　連結子会社において、役員への退職慰労金の支払いに備
えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、
当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額
を役員退職慰労引当金として計上しております。
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（8）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金に
ついて、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上
しております。

（9）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以
外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見
積り必要と認められる額を計上しております。

（10）訴訟損失引当金の計上基準
　訴訟損失引当金は、訴訟に対する損失に備えるため、将
来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額
を計上しております。

（11）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給
付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び
数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりでありま
す。

過去勤務費用
　各発生時に全額損益処理

数理計算上の差異
　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（10年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処
理
　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及
び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結
会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする
方法を用いた簡便法を適用しております。

（12）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の
為替相場による円換算額を付しております。

（13）収益及び費用の計上基準
　リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引
に係る収益及び費用の計上については、リース料の受取時
に「その他経常収益」及び「その他経常費用」を計上する
方法によっております。

（14）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ
会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用
に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13
日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）
に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価については、ヘッジ手段とヘッジ対
象の条件がほぼ同一であることから、ヘッジ開始時及び
その後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動
を相殺しているため、有効性の評価を省略しておりま
す。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産から生じる為替変動リスクに対
するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引
等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成
14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」
という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ
取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ
対象である外貨建金銭債権等に見合うヘッジ手段の外貨
ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。

（15）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及
び日本銀行への預け金であります。

（16）消費税等の会計処理
　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計
処理は、税抜方式によっております。

（17）税効果会計に関する事項
　中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額
は、連結子会社の決算期において予定している剰余金の処
分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中
間連結会計期間に係る金額を計算しております。

（会計方針の変更）
（「企業結合に関する会計基準」等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成
25年９月13日。以下、「企業結合会計基準」という。）、「連結
財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年
９月13日。以下、「連結会計基準」という。）及び「事業分離
等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13
日。以下、「事業分離等会計基準」という。）等を、当中間連
結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に
対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上す
るとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と
して計上する方法に変更しております。また、当中間連結会
計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な
会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合
日の属する中間連結会計期間の中間連結財務諸表に反映させ
る方法に変更いたします。加えて、中間純利益等の表示の変
更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行
っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連
結会計期間については、中間連結財務諸表の組替えを行って
おります。
　当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書
においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得ま
たは売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動に
よるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動
を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を
伴わない子会社株式の取得または売却に関連して生じた費用
に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・
フロー」の区分に記載しております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準
第58－２項（4）、連結会計基準第44－５項（4）及び事業分
離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従
っており、当中間連結会計期間の期首時点から将来にわたっ
て適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）
（従業員持株ＥＳＯＰ信託）

　当行は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会
に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1.取引の概要
　当行が「百十四銀行従業員持株会」（以下、「当行持株会」
という。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を
受益者とする信託を設定し、当該信託は５年間にわたり当行
持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を、予め定める
取得期間中に取得します。その後、当該信託は当行株式を毎
月一定日に当行持株会に売却します。信託終了時に、株価の
上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠
出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡
損失が生じた場合には当行が損失を負担するため、従業員の
追加負担はありません。
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注記事項 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）

2.「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月
26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法によ
り会計処理を行っており、当行が信託に支払った配当金等
の当行と信託との間の取引につきましては相殺消去してお
ります。

3.信託が保有する自社の株式に関する事項
（1）信託における帳簿価額は、当中間連結会計期間末339

百万円であります。
（2）信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株

式として計上しております。
（3）期末株式数は、当中間連結会計期間末927千株であり、

期中平均株式数は、当中間連結会計期間1,068千株であ
ります。

（4）上記（3）の期末株式数及び期中平均株式数は、１株
当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりま
す。

4.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、当中
間連結会計期間末349百万円であります。

（中間連結貸借対照表関係）
※1. 非連結子会社に対する出資金の総額

出資金 150百万円
※2. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおり

であります。
破綻先債権額 1,217百万円
延滞債権額 32,927百万円

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相
当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行
令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホ
までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて
いる貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、
破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり
ます。

※3. 貸出金のうち３カ月以上延滞債権額は次のとおりであり
ます。

３カ月以上延滞債権額 420百万円
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、
約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

※4. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりでありま
す。

貸出条件緩和債権額 28,768百万円
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取
決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以
上延滞債権に該当しないものであります。

※5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び
貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

合計額 63,333百万円
　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金
控除前の金額であります。

※6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融
取引として処理しております。これにより受け入れた商業
手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面
金額は次のとおりであります。

21,934百万円

※7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券 318,401百万円
　 計 318,401百万円
担保資産に対応する債務
　預金 14,117百万円
　債券貸借取引受入担保金 87,735百万円
　借用金 86,798百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引
証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

有価証券 40,080百万円
　また、その他資産には、保証金及び敷金が含まれており
ますが、その金額は次のとおりであります。

保証金及び敷金 1,246百万円
※8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契

約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

融資未実行残高 978,388百万円
うち原契約期間が１年以内のもの
又は任意の時期に無条件で取消可能
なもの

917,166百万円

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了す
るものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与
えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき
は、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的
に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等
を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置
等を講じております。

※9. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律
第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の
部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成11年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日
公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平
成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格
の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁
長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づい
て、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期
末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額

16,148百万円
※10. 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 35,804百万円
※11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である

旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
劣後特約付借入金 4,000百万円

※12. 社債は、劣後特約付社債であります。
劣後特約付社債 10,000百万円

※13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品
取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

13,178百万円
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（中間連結損益計算書関係）
※1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。

株式等売却益 1,108百万円
償却債権取立益 676百万円
貸倒引当金戻入益 474百万円

※2. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
貸出金償却 1,138百万円

※3. 減損損失
　当中間連結会計期間において、当行は、以下の資産及び
資産グループについて、地価の下落等により投資額の回収
が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額30百万円を減損損失として特別損
失に計上しております。

場 所 主な用途 種 類 減損損失
香川県内 遊休資産

1か所
土地、建物
及び動産

30百万円
（うち土地 27）
（うち建物 3）
（うち動産 0）

合 計 30百万円
（うち土地 27）
（うち建物 3）
（うち動産 0）

　当行は、営業用店舗については、営業店毎（複数店がエ
リア（地域）で一体となり営業を行っている場合は当該エ
リア毎）に継続的な収支の把握を行っていることから、営
業店（又はエリア）をグルーピングの単位としております。
遊休資産及び処分予定資産については、各々単独の資産又
は資産グループとして取り扱っております。また、本店、
事務センター、研修所、社宅、厚生施設等については、複
数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生
成に寄与する資産であるため共用資産としております。
　連結子会社については、各社の営業拠点毎に資産のグル
ーピングを行い、遊休資産は各々単独の資産又は資産グル
ープとして取り扱っております。
　当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可
能価額は、正味売却価額によっており、「不動産鑑定評価
額」又は、「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格
の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長
官が定めて公表した方法により算定した価額」より処分費
用見込額を控除して算定しております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式
　数に関する事項 （単位：千株）

当連結会計年度
期 首 株 式 数

当中間連結会計期間
増 加 株 式 数

当中間連結会計期間
減 少 株 式 数

当中間連結会計
期 間 末 株 式 数 摘要

発行済株式
普通株式 310,076 ― ― 310,076

合 計 310,076 ― ― 310,076
自 己 株 式

普通株式 11,104 1,009 362 11,751 （注）1,2,3

合 計 11,104 1,009 362 11,751
（注）1. 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の普

通株式数には、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する
自社の株式がそれぞれ、1,177千株、927千株含ま
れております。

2. 普通株式の株式数の増加1,009千株は、取締役会決
議に基づく取得による増加1,000千株及び単元未満
株式の買取請求による増加９千株であります。

3. 普通株式の株式数の減少362千株は、従業員持株Ｅ
ＳＯＰ信託から従業員持株会への売却による減少
250千株、新株予約権の権利行使による減少112千
株及び単元未満株式の買増請求によるもの０千株で
あります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株

予約権の
内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間
連結会計
期間末残高
（百万円）

摘要当連結
会計年
度期首

当中間連結会計期間 当中間
連結会計
期間末増加 減少

当行
ストック・
オプション
としての
新株予約権

──── 182

合 計 ──── 182

3. 配当に関する事項
（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議） 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会 普通株式 1,046 3.5 平成27年3月31日 平成27年6月29日

（注）配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託に対する配
当金４百万円を含めておりません。
これは同信託が所有する当行株式を自己株式として認識
しているためであります。

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の
効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

（決議） 株式の
種類

配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

平成27年11月9日
取締役会 普通株式 1,193 利益剰余金 4.0 平成27年9月30日 平成27年12月10日

（注）配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託に対する配
当金３百万円を含めておりません。
これは同信託が所有する当行株式を自己株式として認識
しているためであります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 362,827百万円
定期預け金 △62,542百万円
普通預け金 △556百万円
その他 △1,327百万円
現金及び現金同等物 298,401百万円

（リース取引関係）
ファイナンス・リース取引
（借手側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1）リース資産の内容
　 ① 有形固定資産

　主として現金自動設備であります。
　 ② 無形固定資産

　該当事項はありません。
（2）リース資産の減価償却の方法

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「４．会計方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却
の方法」に記載のとおりであります。

（貸手側）
（1）リース投資資産の内訳

リース料債権部分 16,597百万円
見積残存価額部分 1,748百万円
受取利息相当額 △1,785百万円
リース投資資産 16,561百万円
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注記事項 当中間連結会計期間（平成27年9月中間期）

（2）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の
回収予定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

リース債権 64 60 51 41 16 1
リース投資資産 5,377 4,202 3,145 2,112 1,106 652

（3）リース会計基準等適用開始日前の所有権移転外ファイナン
ス・リース取引
　リース取引開始日がリース会計基準等適用開始日前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース
会計基準等適用初年度の前連結会計年度末における固定資
産の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産
の期首の価額として計上しております。
　また、当該リース投資資産に関しては、リース会計基準
等適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方
法は、定額法によっております。
　このため、リース取引開始日に遡及してリース会計基準
等を適用した場合に比べ、税金等調整前中間純利益が当中
間連結会計期間は１百万円多く計上されております。

（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。（（注
２）参照）。

（単位：百万円）
中間連結貸借
対照表計上額 時価 差額

（1）現金預け金 362,827 362,827 ―
（2）コールローン及び買入手形 ― ― ―
（3）商品有価証券

売買目的有価証券 25 25 ―
（4）金銭の信託 4,877 4,877 ―
（5）有価証券

その他有価証券 1,421,923 1,421,923 ―
（6）貸出金 2,721,545

貸倒引当金（＊１） △14,590
2,706,955 2,726,460 19,505

資産計 4,496,609 4,516,115 19,505
（1）預金 3,820,823 3,821,225 402
（2）譲渡性預金 203,784 203,817 32
（3）コールマネー及び売渡手形 26,991 26,991 ―
（4）借用金 118,792 118,800 8
（5）社債 10,000 10,019 19

負債計 4,180,390 4,180,853 462
デリバティブ取引（＊２）

ヘッジ会計が適用されていないもの 13,718 13,718 ―
ヘッジ会計が適用されているもの （3,763） （3,763） ―
デリバティブ取引計 9,955 9,955 ―

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金
を控除しております。

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を
一括して表示しております。デリバティブ取引によっ
て生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合
計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示し
ております。

（＊３）重要性が乏しい科目については、記載を省略しており
ます。

（注１）金融商品の時価の算定方法
　 資産
　（1）現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金については、預入期間に基づ
く区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定され
る適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
　なお、約定期間が短期間のものは、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。

　 （2）コールローン及び買入手形
　約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。

　 （3）商品有価証券
　売買目的で保有している債券等の有価証券について
は、市場価格等によっております。

　 （4）金銭の信託
　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託
において信託財産として運用されている有価証券につ
いては、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又
は取引金融機関から提示された価格によっております。

　 （5）有価証券
　株式及び債券は市場価格等によっております。投資
信託は、公表されている基準価格によっております。
　自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分
ごとに、元利金の合計額を同様の起債を行った場合に
想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

　 （6）貸出金
　貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごと
に、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に
想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する
債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現
在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づい
て貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決
算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額か
ら貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、
当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る
などの特性により、返済期限を設けていないものにつ
いては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は
帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該
帳簿価額を時価としております。

　 負債
　 （1）預金及び（2）譲渡性預金

　要求払預金については、中間連結決算日に要求され
た場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま
す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分
して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価
値を算定しております。その割引率は、新規に預金を
受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、
預入期間が短期間のものは、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。

　 （3）コールマネー及び売渡手形
　これらは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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　 （4）借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市
場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状
態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳
簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額を時価としております。固定金利によるものは、一
定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額
を、同様の借入において想定される利率で割り引いて
現在価値を算定しております。

　 （5）社債
　当行の発行する社債の時価は、当該社債の元利金の
合計額を、同様の起債を行った場合において想定され
る利率で割り引いて現在価値を算定しております。

　 デリバティブ取引
　 （ヘッジ会計が適用されていないもの）

　金利関連取引の取引所取引については、東京金融取
引所等における最終の価格によっております。金利関
連取引の店頭取引については、割引現在価値やオプシ
ョン価格計算モデル等により算定しております。
　通貨関連取引については、割引現在価値等により算
定しております。

　 （ヘッジ会計が適用されているもの）
　割引現在価値等により算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商
品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、
金融商品の時価情報の「資産（5）有価証券」には含ま
れておりません。

（単位：百万円）
区分 中間連結貸借対照表計上額

①非上場株式（＊１）（＊２） 2,763
②組合出資金（＊３） 451

合 計 3,214
（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象とはしておりません。

（＊２）当中間連結会計期間において、非上場株式について１
百万円減損処理を行っております。

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を
把握することが極めて困難と認められるもので構成さ
れているものについては、時価開示の対象とはしてお
りません。

（ストック・オプション等関係）
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
　 営業経費 21百万円

2. ストック・オプションの内容
平成27年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役 ９名
株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）１ 普通株式 94,300株

付与日 平成27年７月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 平成27年７月25日～
平成57年７月24日

権利行使価格（注）２ １株当たり １円
付与日における公正な評価
単価（注）２ １株当たり 409円

（注）1. 株式数に換算して記載しております。
2. １株当たりに換算して記載しております。

（資産除去債務関係）
　資産除去債務につきましては、重要性が乏しいため、注記
を省略しております。

（１株当たり情報）
1. １株当たり純資産額 899円92銭
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであ

ります。
純資産の部の合計額 286,481百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 18,013百万円
（うち新株予約権） 182百万円
（うち非支配株主持分） 17,831百万円

普通株式に係る中間期末の純資産額 268,467百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数 298,324千株

2. １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株
式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

（1）１株当たり中間純利益金額 27円06銭
　 （算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益 8,076百万円
　 普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 8,076百万円
　 普通株式の期中平均株式数 298,473千株
（2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 27円00銭
　 （算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益調整額 ―百万円
　 普通株式増加数 609千株
　 うち新株予約権 609千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―

（注）株主資本において自己株式として計上されている従業員
持株ＥＳＯＰ信託に残存する自社の株式は、１株当たり
純資産額、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整
後１株当たり中間純利益金額の算定上、控除する自己株
式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の
期末株式数は、927千株であります。また、１株当たり
中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利
益金額の算定上、控除した当該株式の期中平均株式数は
1,068千株であります。

（会計方針の変更）
 「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合会計を適用
し、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基準第44
－５項（4）及び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定め
る経過的な取扱いに従っております。
　これによる損益に与える影響はありません。
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